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１．調査員の配置状況について 

 

(1) 調査員の配置状況                                               

受け持ち

調査区数 
町内会推薦 登録調査員 公募 職員 人材派遣 合計 担当調査区数 

１調査区 ２２３人  ３人 ４人 － － ２３０人  ２３０調査区 

２調査区 １５９人  ４７人 １３人 ７人 １人 ２２７人  ４５４調査区 

３調査区 ４人 １０人 ６人 １２人 １０８人 １４０人 ４２０調査区 

４調査区  ２人 － － － － ２人 ８調査区 

５調査区 － １人 － － － １人 ５調査区 

計 ３８８人  ６１人 ２３人 １９人 １０９人 ６００人  １,１１７調査区 

        

     無人調査区 １１調査区 

 

(2) 調査業務の委託状況 

 委託業者 担当施設数（調査区数） 

社会福祉施設   １１ １９施設（１９調査区） 

共同住宅  ６ １９施設（２４調査区） 

寮    ３ ４施設（ ４調査区） 

計   ２０ ４２施設（４７調査区） 

 

合計調査区数 １,１７５調査区 

 

(3) 調査員等説明会の開催 

① 調査員             令和２年８月２２日（土）、２９日（土）、９月５日（土）３日間 

（町内会推薦・登録調査員・公募・職員） で１４学区・地区のまちづくりセンターにて、順次説明会を開催 

② 人材派遣会社推薦者    令和２年８月１７日（月）、１８日（火）の２日間で市役所にて開催 

③ 共同住宅・寮委託業者  令和２年８月１９日（水）に市役所で開催 

④ 社会福祉施設委託業者  令和２年８月２０日（木）に市役所で開催  

 

(4) 調査スケジュール 

   別紙１「調査員の主な仕事について」のとおり。 
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２．指導員業務について  

 

(1) 指導員の任命 

   各部からの推薦に基づき、令和２年７月１７日付で各指導員に任命辞令書を交付した。 

≪委嘱期間≫ 令和２年７月１７日（金）から 令和２年１１月３０日（月）まで 

指導員業務に従事する職員は、別紙２のとおり。   

 

(2) 指導員業務 

 ① 指導員説明会への出席（７月１日付けで、開催通知済み） 

・ 令和２年８月 ７日（金）１３：３０～１５：００（２階特大会議室） 

   ・ 令和２年８月 ７日（金）１５：３０～１７：００（２階特大会議室） 

   ・ 令和２年８月１１日（火）１３：３０～１５：００（８階大会議室） 

 

② 調査員への調査回答状況の伝達 

調査回答状況について、調査員がインターネットに接続することで調査回答状況を確認で

きるほか、調査員が登録されたメールアドレスに調査回答状況を通知することが今回の調査

から可能となったが、インターネットを普段利用されない場合やメールアドレスをお持ちで

ない場合などに、調査員からの求めに応じて、企画調整課が提供する次の情報を、郵送等で担

当の調査員に伝達する。 

   ・インターネット・郵送回答状況 … ９月１６日（水）～１０月７日（水）までの随時 

   ・調査票提出締切後の提出状況  … １０月１３日（火）～１５日（木）まで 

 

 ③ 調査員からの調査書類の受領、および調査書類の審査・提出 

    １０月下旬頃に調査員から提出される調査書類を審査、整理し、１１月下旬までに企画調

整課に提出する。 

 

 ④ 場合によっては、担当される調査員に同行し、調査対象世帯宅へ訪問することがあります。 

 

(3) その他 

 ① 指導員説明会を除く指導員業務は、原則として執務時間外に行っていただきます。 

   なお、調査員や調査対象世帯の都合により、やむを得ず執務時間中に行う場合はこれを可と

します。（指導員業務に従事する職員は、すでに職務専念義務免除の承認済み。） 

 

② 指導員は守秘義務があるため、ＳＮＳ（Facebook、Twitterなど）に、自身の調査活動の様子

や、調査世帯に関する情報を掲載しないよう注意喚起を図る。（調査員についても同様） 
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３．新型コロナウイルス感染症対策にかかる主な変更点について 

 

 (1) 調査員と世帯の接触を避けるため、原則、非対面非接触による調査 

     調査員は、調査票をポストに投函するなどして、世帯の方と直接面会することなく配付 

し、調査票の提出は、原則郵送もしくはインターネット回答にて行う。また、指導員・調査 

員には感染症対策として、マスクを１人あたり５枚配付する。 

 

 (2) 調査員向け業務説明会の短縮開催 

     ３密を回避するため、少人数（各会場定員数の２分の１以下）による開催とし、開催時間

を１時間以内にします。また、少人数開催とするため、指導員は調査員説明会に出席しない

こととします。 

 

 (3) 公表時期の変更 

     調査書類の配付方法の変更（原則ポスト投函）や、調査票の回収期間が延長されること

などに伴い、人口速報集計結果は、令和３年２月から令和３年６月へ、人口等基本集計結果

は令和３年９月から令和３年１１月に変更され、その他の各種集計結果の公表についても、

別紙３のとおり変更される。 

     

４．その他 

 

(1)  草津市コールセンターの設置について 

     国では、調査への問合わせ窓口として、コールセンターを設置されるが、国コールセン 

ターの電話が繋がりにくい状況が想定されるため、市独自のコールセンターを設置する。 

    ・８階軽運動室で、オペレーター１～３名（人材派遣）を配置し、市職員が補助につく。 

    ・調査対象世帯や調査員からの問合せ対応や、国コールセンターからの連絡対応を行う。 

【電話番号】 ０５７０－０８－８９３２ 

【設置期間】 令和２年９月１４日（月）～１０月３１日（土） 

【受付時間】 午前９時から午後７時まで（土日祝は午後５時まで） 

 

≪参考≫国コールセンター 

【電話番号】 ０５７０－０７－２０２０ 

【設置期間】 令和２年９月７日（月）～１１月３０日（月） 

【受付時間】 午前８時から午後９時まで（土日祝も同時間） 

 

(2)  実施に伴う会議室の使用について 

   令和２年国勢調査の実施に係る審査会場や作業スペース、調査用品置き場として、８階軽運

動室、７０３会議室、７０４会議室、教養室、研修室を使用しております。 


